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日本仲裁人協会：研究講座のご案内（令和8年2月）
Japan Association of Arbitrators, Research Section: February 19 Meeting

Amendment to the World Anti-Doping Code and Challenges of Sport Arbitration ~ Language: Japanese) 

日本仲裁人協会 会員 各位

日本仲裁人協会事務局 （日弁連業務第二課）
TEL：03-3580-9870／FAX：03-3580-9851
　下記の通り研究講座のご案内を申し上げます。Zoomリンク送付の都合上、令和8年2月17日（火）までに参加申込みをお願い致します。

記

World Anti-Doping Codeの改正とスポーツ仲裁の新たな課題
（会員対象行事・共催（JSAA））
日時：
令和8年2月19日（木）18:00～20:00
場所： Zoomでの開催

※以下のリンクからご登録いただいた方全員に、Zoomのリンクをお送りいたします。


※本研究講座は、Zoomのみで開催いたします。会場での開催はございませんので、ご留意ください。
報告者：
早川 吉尚先生（弁護士法人 瓜生・糸賀法律事務所 パートナー / WADA Independent Ethics Board (IEB) 委員 / スポーツ仲裁裁判所（CAS）仲裁人 / 日本アンチドーピング規律パネル委員長）

内　容：現代のスポーツ界において重要な問題の一つにドーピングの蔓延がある。この問題に対し、World Anti-Doping Agency (WADA) が設立され、その策定するWorld Anti-Doping Codeはほとんど全てのスポーツにおいて遵守がなされている。同Codeは6年毎に改正が行われることになっているが、2025年12月、WADA Executive Committeeにおいて2027年1月1日から適用される新しいCodeが採択された。本報告では、その主な改正点について解説するとともに、スポーツ仲裁が抱える新たな課題につき報告がなされる。
　Zoomリンク送付の都合上、参加申し込みは、
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSe2kTrB_xKm5Rz8WwDl9Liykc_mxTtm43J0ZIY7MlVxfV8imQ/viewform?usp=sharing&ouid=105404394113174719522
において令和8年2月17日（火）までにご登録をお願いします。上記サイトにご登録いただいたメールアドレス宛にZoomリンクを送付いたします。
また、上記サイトへの登録にご支障がある場合には、FAXによるお申込みも可能です。FAXにてお申込みされる場合には、以下にご記載の上、日本仲裁人協会事務局宛に令和8年2月17日（火）までにお送りください。

	日本仲裁人協会事務局　行(FAX: 03-3580-9851)
令和8年2月19日（木）の研究会に出席します。

	ご芳名：


	ご所属等：
	ウェビナーリンク送付用メールアドレス（読み間違いを起こさないよう誤りが生じやすい文字については読み仮名をご記載ください（「O」について「オー」、「０」について「ゼロ」等））。：


【事務局からのお願い】　最近、登録されているご住所に郵送物を送付しても宛先不明で返送されるケースが増えております。当会に登録されている情報（氏名・勤務先・連絡先住所・電話番号・FAX番号・Emailアドレス等）に変更のある方は、当会事務局（電話番号：03-3580-9870　FAX番号：03-3580-9851　e-mail：jaa-info@nichibenren.or.jp）までご連絡ください。ご協力宜しくお願い申し上げます。
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